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国　税／�4月分源泉所得税の納付� 5月11日
国　税／�3月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 6月1日
国　税／�9月決算法人の中間申告� 6月1日
国　税／�6月、9月、12月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 6月1日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 6月1日
国　税／�確定申告税額の延納届出による延納税額の

納付� 6月1日
国　税／�特別農業所得者の承認申請� 5月15日

地方税／�自動車税・鉱区税の納付�
� 都道府県の条例で定める日

5 2015（平成27年）

省エネ住宅ポイント制度　一定の省エネ性能がある住宅の新築やリフォームに対して
地域産品や商品券などと交換できるポイントを発行する制度。新築・リフォームの場合、
平成26年12月27日以降の工事契約（一定の完成済新築住宅購入の場合は同日前までに完
成し27年２月３日以降に売買契約）からポイント制度の対象になります。
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５月号─2

　

平
成
二
十
五
年
度
税
制
改
正
で
小

規
模
宅
地
等
の
減
額
特
例
が
見
直
さ

れ
、
平
成
二
十
六
年
及
び
二
十
七
年

か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

改
正
で
の
影
響
が
大
き
い
項
目
で

す
の
で
、
こ
こ
で
、
確
認
を
含
め
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１　

制
度
の
創
設
と
経
緯

⑴
　
創
設
時

　

昭
和
五
十
年
に
、
被
相
続
人
の
事

業
の
用
又
は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
「
宅
地
」
の
う
ち
、
二
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
部
分
は
、
そ
れ

が
相
続
人
等
の
生
活
基
盤
の
維
持
の

た
め
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
処
分
に
相
当
の
制
約
を
受
け
る

と
し
て
通
常
の
評
価
の
八
〇
％
相
当

額
（
二
〇
％
評
価
減
）
に
よ
っ
て
評

価
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
当
時
は
個
別
通
達
に
よ
る

評
価
上
の
措
置
で
し
た
。

⑵
　
そ
の
後
の
経
緯

　

昭
和
五
十
八
年
よ
り
法
律
上
の
措

置
と
な
り
、
図
表
１
の
よ
う
に
、
事

業
用
宅
地
と
居
住
用
宅
地
に
区
分
さ

れ
て
減
額
割
合
が
大
幅
に
上
昇
し
て

き
て
い
ま
す
。

２　

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後

適
用
分

　

特
定
居
住
用
宅
地
等
に
つ
き
、
次

の
二
つ
の
ケ
ー
ス
の
適
用
要
件
が
緩

和
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
　
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
し
て
い
た

場
合

　

被
相
続
人
が
老
人
ホ
ー
ム
等
に
入

居
し
て
い
た
場
合
、
入
居
以
前
に
被

相
続
人
が
居
住
の
用
に
供
し
て
い
て

相
続
開
始
時
に
お
い
て
空
家
と
な
っ

て
い
た
家
屋
の
敷
地
は
、
そ
の
老
人

ホ
ー
ム
に
被
相
続
人
が
終
身
利
用
権

を
取
得
し
て
入
居
し
て
い
れ
ば
、
被

相
続
人
の
本
拠
が
老
人
ホ
ー
ム
に
あ

る
と
の
判
断
か
ら
、
特
定
居
住
用
宅

地
等
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
以
後
は
、

こ
う
し
た
宅
地
で
あ
っ
て
も
、
①
被

相
続
人
に
介
護
が
必
要
な
た
め
入
居

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
空
家
と

な
っ
た
家
屋
は
貸
付
用
に
供
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
、
等
の
要
件
を
満
た
せ

ば
特
定
居
住
用
宅
地
等
に
該
当
す
る

も
の
と
し
て
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

図表 1　小規模宅地等の課税の特例の推移

区　分 昭和
58年〜

昭和
63年〜

平成
4年〜

平成
6年〜

平成
11年〜

平成
13年〜

平成
27年〜

事業用宅地
減額割合 40％ 60％ 70％ 80％注

適用対象面積 200㎡ 330㎡ 400㎡

不動産貸付
減額割合 40％ 60％ 70％ 50％

適用対象面積 200㎡

居住用宅地
減額割合 30％ 50％ 60％ 80％注

適用対象面積 200㎡ 240㎡ 330㎡
（注）�本特例の適用を受けるには、相続人等が相続税の申告期限（相続開始後10ヶ月）まで事業又は居住を継続する必要があ

ります。

自宅↙

老人ホーム

小規模宅地等に係る
減額特例制度の
改正ポイント



3─５月号

⑵
　
二
世
帯
住
宅
の
敷
地
の
場
合

　

右
図
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
二
世
帯

住
宅
の
敷
地
は
、
建
物
の
内
部
で
二

世
帯
の
居
住
用
ス
ペ
ー
ス
が
つ
な
が

っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
建
物
全
体

を
被
相
続
人
の
居
住
用
と
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
敷
地
を
面
積
按
分
し
て

被
相
続
人
の
持
ち
分
の
み
適
用
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
六
年
一

月
一
日
以
後
は
、
内
部
で
つ
な
が
っ

て
い
な
く
て
も
建
物
全
体
を
被
相
続

人
の
居
住
用
と
し
て
そ
の
敷
地
全
体

に
特
例
が
適
用
で
き
る
よ
う
に
見
直

さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
区
分
所
有
建
物
登
記
が

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
棟
の
建

物
の
敷
地
の
う
ち
被
相
続
人
が
居
住

の
用
に
供
し
て
い
た
部
分
に
対
応
す

る
部
分
の
み
が
、
被
相
続
人
の
居
住

用
の
宅
地
と
さ
れ
ま
す
の
で
、
区
分

所
有
の
二
世
帯
住
宅
や
分
譲
マ
ン
シ

ョ
ン
で
は
注
意
が
必
要
で
す
。

３　

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
以
後

適
用
分

　

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に

相
続
の
開
始
の
あ
っ
た
被
相
続
人
に

係
る
相
続
人
に
つ
い
て
、
小
規
模
宅

地
等
に
つ
い
て
は
、
相
続
税
の
課
税

価
格
に
算
入
す
べ
き
価
額
の
計
算
上
、

図
表
２
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
一
定

の
割
合
を
減
額
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
の
特
徴
は
、
次
の
二

つ
で
す
。

⑴
　
特
定
居
住
用
宅
地
等
の
限
度
面

積
引
上
げ

　

限
度
面
積
が
二
四
〇
平
方
メ
ー
ト

ル
か
ら
三
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
特
定
居
住
用
宅
地
等
と
特
定
事

業
用
宅
地
等
と
の
「
完
全
併
用
」

　

特
定
居
住
用
宅
地
等
と
特
定
事
業

用
宅
地
等
（
特
定
事
業
用
宅
地
等
・

特
定
同
族
会
社
事
業
用
宅
地
等
）
を

併
用
す
る
場
合
に
は
、「
完
全
併
用
」

が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分

に
お
け
る
限
度
面
積
（
三
三
〇
平
方

メ
ー
ト
ル
・
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）

ま
で
特
例
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
（
最
大
適
用
面
積
七
三

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）。

　

た
だ
し
、
適
用
対
象
地
に
貸
付
事

業
用
宅
地
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
引

き
続
き
調
整
計
算
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

図表2　平成27年以後の小規模宅地等
相続開始の直前における
宅地等の利用区分 要　件 限度面積 減額される

割合
被相続人等の居住の用に
供されていた宅地等 ① 特定居住用宅地等に該当する宅地等 330㎡ 80％

被相続人等
の事業の用
に供されて
いた宅地等

貸付事業以外の
事業用の宅地等 ② 特定事業用宅地等に該当する

宅地等
特
定
事
業
用
宅
地
等

400㎡ 80％

貸付事業用の
宅地等

③
特定同族会社事業用宅地等に該
当する宅地等（一定の法人の事
業の用に供されていたものに限
ります）

400㎡ 80％

④ 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 200㎡ 50％

二世帯住宅
外階段
別玄関

完全併用

居住用：330㎡
　　　　　　　　　　完全併用
事業用：400㎡

　　　　　　　⇒最大 730㎡



５月号─4

　「非課税口座内の少額上場株式等に係る
配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
（NISA）」について、これまで同一の勘定設
定期間内における非課税管理勘定の設定は
一つの金融商品取引業者等に限られていま
した。
　しかし、平成27年１月１日以後、一定
の手続の下で、同一の勘定設定期間内にお
いても金融商品取引業者等を変更すること
ができることとなりました。ただし、変更
しようとする年分の非課税管理勘定に既に
上場株式等を受け入れていた場合、その年
分は変更することはできません。また、非
課税口座を廃止した場合についても、一定
の手続の下で、同一の勘定設定期間内に非
課税口座を再開設することができるように
なりました。
　なお、廃止した年分の非課税管理勘定に
既に上場株式等を受け入れていた場合、そ
の年分は再開設することはできません。

　
離
婚
に
よ
り
相
手
方
か
ら
財
産
を

も
ら
っ
た
場
合
、
通
常
、
贈
与
税
は

か
か
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
、
相
手
方
か
ら
贈
与
を
受

け
た
も
の
で
は
な
く
、
夫
婦
の
財
産

関
係
の
清
算
や
離
婚
後
の
生
活
保
障

の
た
め
の
財
産
分
与
請
求
権
に
基
づ

き
給
付
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
す
。

　
た
だ
し
、
分
与
さ
れ
た
財
産
の
額

が
婚
姻
中
の
夫
婦
の
協
力
に
よ
っ
て

得
た
財
産
の
額
や
そ
の
他
す
べ
て
の

事
情
を
考
慮
し
て
も
な
お
多
過
ぎ
る

場
合
に
は
、
そ
の
多
過
ぎ
る
部
分
に

贈
与
税
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
離
婚
が
贈
与
税
や
相
続
税

を
免
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
離
婚
に
よ
っ
て
も

ら
っ
た
財
産
す
べ
て
に
贈
与
税
が
か

か
り
ま
す
。

　不動産などの貸付けによる所得は不動産
所得になり、その不動産貸付けが事業とし
て行われている（事業的規模）かどうかに
よって、所得金額の計算上の取扱いが異な
ります。
１　事業的規模の判定
　不動産の貸付けが事業的規模かどうかは、
原則として社会通念上事業と称するに至る
程度の規模で行われているかどうかによっ
て、実質的に判断します。ただし、建物の
貸付けについては、次のいずれかの基準に
当てはまれば、原則として事業として行わ
れているものとして取り扱われます。
⑴　貸間、アパート等については、貸与す
ることのできる独立した室数がおおむね
10室以上であること。

⑵　独立家屋の貸付けについては、おおむ
ね５棟以上であること。

２　所得金額の計算上の相違点
　事業的規模である場合とそれ以外の場合
の所得金額の計算上の相違点のうち主なも
のは次のとおりです。
⑴　事業的規模の場合は取壊し、除却など
の資産損失について、その全額を必要経
費に算入しますが、それ以外の場合は、
その年分の資産損失控除前の不動産所得
の金額を限度に必要経費に算入されます。
⑵　貸倒損失については、事業的規模の場
合は、回収不能となった年分の必要経費
に算入しますが、それ以外の場合は、収
入に計上した年分までさかのぼって、そ
の所得がなかったものとして、所得金額
の計算をやり直します。
⑶　青色申告の専従者給与や白色申告の専
従者控除については、事業的規模の場合
のみに適用があります。
⑷　青色申告特別控除は、事業的規模の場
合は一定の要件の下、最高65万円が控
除できますが、それ以外の場合には最高
10万円の控除となります。

NISA口座の金融商品取引業
者等の変更が可能に離

婚
し
て
財
産
を
も
ら
っ
た
と
き

所得税　事業としての不動
産貸付けとそれ以外の区分


